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令和４年度佐倉市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況の 
審査意見書について 

 
 地方自治法第２３３条第２項、同法第２４１条第５項の規定により、審査に

付された令和４年度佐倉市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び関係書類並び

に各基金運用状況を審査したので、次のとおり意見書を提出します。 
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令和４年度 佐倉市一般会計・特別会計決算審査意見書 

 

第１ 審  査  の  対  象 

１ 審査の対象となる決算 

（１）一般会計 

佐倉市一般会計歳入歳出決算 

 

（２）特別会計 

佐倉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

佐倉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算 

佐倉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

佐倉市介護保険特別会計歳入歳出決算 

佐倉市災害共済事業特別会計歳入歳出決算 

佐倉市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

 

２ 審査対象年度 

令和４年度 

 

第２ 審  査  の  期  間 

令和５年６月３０日から令和５年８月１７日まで 

 

第３ 審  査  の  着  眼  点  及  び  方  法 

１ 決算審査に当たっては、決算書及び関係諸表の計数の正確性を検証する

とともに、予算の執行又は事業の運営が、法令等の規定に沿って適正かつ

効率的に行われているか、財産の管理は適正か等を次の主な着眼点に基づ

き実施した。 

主な着眼点 

（１）決算書は、適正かつ正確に作成されているか。 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的に執行されているか。 

（３）収入支出に関する事務は、関係法規に準拠して適正に処理されてい

るか。 

（４）財産の取得、管理及び処分は適正に行われ、その理由に妥当性があ

るか。 

 

２ 審査は、「佐倉市監査基準」に準拠して、試査により、確認、突合、分

析的手続、質問等、通常実施すべき手続を選択適用した。質問は、令和５

年７月２４日及び２５日の２日間にわたり、各部局に対して行った。 
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第４ 審 査 の 結 果 

１ 総合意見 

令和４年度における一般会計及び特別会計の決算については、適正であ

ると認められた。 

審査の結果は、下記のとおりであり、十分に留意されたい。 

 

記 

（１）決算の概要について 

令和４年度一般会計は、歳入59,728,971,271円（対前年度比1.1パー

セント増）、歳出56,876,152,433円（同2.0パーセント増）で、歳入歳

出差引額は、2,852,818,838円（同13.7パーセント減）となっている。 

歳入、歳出ともに前年度に比して増となっている。歳入については、

税収が回復傾向にあったほか、保育園保護者負担金（現年度分）の増加

等による分担金及び負担金の増、各施設の利用機会の回復傾向等による

使用料及び手数料の増、ふるさとまちづくり応援寄附金の増加による寄

附金の増、土地開発基金の取崩しによる繰入金の増等によるものである。

他方、歳出については、生活道路整備事業や佐倉城址公園整備事業等に

よる土木費の増、（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設整備事業等

による教育費の増、明神橋（６－１０８号線）災害復旧事業に係る災害

復旧費の大幅増によるものである。 

また、特別会計は、６特別会計で、歳入34,627,398,256円（同0.9

パーセント増）、歳出34,357,332,637円（同0.8パーセント増）で、歳

入歳出差引額は、270,065,619円（同18.2パーセント増）となっている。 

国は、地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）の規定に基づき、

地方公共団体に対し地方交付税を交付しているが、このうち、基準財政

需要額から基準財政収入額を差し引いた財源不足分については、普通交

付税を交付しており、佐倉市は、平成２１年度以降普通交付税の交付団

体となっている。 

令和４年度の地方交付税交付額は、前年度に比べ335,081,000円（同

9.8パーセント）増加した。これは、普通交付税が臨時経済対策費の創

設等により増額となったことが大きな要因であり、一般会計の歳入全体

における地方交付税の構成比率は6.3パーセント（同0.5ポイント増）に

上昇した。 

国においては、地方交付税制度の見直しを進めていることから、同交

付税に多大に依存することのないよう、自主財源の確保にさらに努めら

れたい。補助事業に係る財源等に関しても、必要な財源が確実に事業へ

充当されるよう、適正な事務執行の確保に一層努められたい。 

また、限られた財源を有効に活用するため、事務事業の見直しを徹底
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し、行政コストの削減を図るべく市長及び職員が一丸となって、市民の

理解を得ながら引き続き、更なる行政事務、事業の見直し等による財政

健全化に取り組まれたい。 

 

（２）財政指標の状況について 

令和４年度における各財政指標についてみると、市の財政力を示す財

政力指数は、その数値が高いほど財源に余裕があることを示しているが、

令和元年度は0.92、令和２年度は0.93、令和３年度は0.91、令和４年度

は0.89と、ほぼ横ばいの状況にあり改善には至っていない。 

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、令和元年度が95.9パーセン

ト（同1.8ポイント増）と悪化していたが、令和２年度が94.8パーセン

ト（同1.1ポイント減）、令和３年度が87.9パーセント（同6.9ポイント

減）となっており、改善傾向がうかがえたものの、令和４年度は92.6

パーセント（同4.7ポイント増）と増加しており、予断を許さない状況

にある。 

公債費に充てた一般財源の比率を示す公債費負担比率は改善傾向に

あったが、令和４年度は7.3パーセントとなり、令和３年度に比べ0.1ポ

イント増加している。一方、令和４年度末の市債残高は、前年度末より

約４億６千万円減少し、約３１１億６千万円となった。 

また、地方公営企業や一部事務組合への公債費負担等も含めた実質的

な公債費の割合を示す実質公債費比率は、令和４年度は1.6パーセント

であり、令和３年度に比べ0.2ポイント増加した。 

なお、単年度の実質的な収支を示す実質単年度収支は、平成２８年度

から令和元年度まで赤字が続いていたものの、令和２年度は約４千万円

の黒字に転じ、令和３年度は約２４億２千万円の黒字、令和４年度は約

２４億８千万円の黒字となった。 

このように、健全性は維持されており、改善の兆しも一部の財政指標

に見受けられるが、財政状況は依然厳しく、引き続き、限りある財源の

有効かつ適正な執行に努められたい。 

 

（３）一般会計における歳入について 

ア 一般会計における歳入のうち市税は約２４４億３千万円で、前年度

に比べると約５億７千万円（2.4パーセント）の増となっている。 

これは主に、法人市民税については経済の回復基調の継続によるも

の、固定資産税は新型コロナウイルス感染症に関する軽減措置の終了

によるものである。 

市税は、歳入の根幹をなすものであり、その増減は健全な財政運営

に大きな影響を及ぼすことから、適正・公正な課税を実現し、引き続
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き、更なる徴収率の向上に努められたい。 

使用料及び手数料の収入は約５億１千万円で、前年度と比べ約

３千万円の増となっている。これは、新型コロナウイルス感染症の影

響により減少していた各コミュニティセンターや草ぶえの丘等の使用

料収入の回復傾向によるものが大きい。 

長期的には人口減少等に伴う市税の継続的な伸びは見込めないこと

から、使用料等の受益者負担の適正化を図りつつ積極的な自主財源の

確保に努められたい。 

 

イ 歳入における収入未済額のうち、市税の収入未済額は約１０億１千

万円で、前年度に比べ約６千万円（5.8パーセント）の減であり、収

入率は95.8パーセントと、前年度比0.5ポイントの増となっている。 

これは、期限内収納への取組、徴収業務の適切な実施等による収納

努力が功を奏した結果であると評価する。 

一方で、使用料や諸収入等の収入未済額が慢性的に発生している。

新たな財政負担の要因とならないよう、適切な納付相談、滞納の初期

段階での迅速な対応及び市税のコンビニエンスストアやスマートフォ

ン決済の納付促進により収入未済の事前防止、改善に努められたい。 

 

ウ 市税をはじめ、市の有する債権の滞納に係る管理・回収については、

一部の滞納繰越強制徴収公債権を債権管理課に移管し、同一債務者の

複数種類の公債権の一括管理を行うことにより一定の効果を上げてい

る。引き続き、債権移管による効果や成果を検証しつつ、適切な債権

管理事務に努められたい。 

なお、保有債権の不納欠損処分については前年度より減少している

ものの、引き続き、不納欠損処分に当たっては法令等の定めるところ

により滞納者の支払能力等個別事由を調査・判断の上、厳格に処理さ

れたい。 

 

（４）一般会計における歳出について 

一般会計における歳出は、約５６８億８千万円で、前年度に比べ約

１１億円（2.0パーセント）の増となっている。 

これを性質別で分析すると、人件費、扶助費、維持補修費、補助費等

の合計で約２２億７千万円の減となったものの、公債費、物件費、積立

金、投資・出資・貸付金、繰出金、投資的経費、災害の合計で約３３億

７千万円の増となったことによるものである。 

人件費については、約９１億６千万円で、前年度と比べ約３千万円の

減となっている。なお、時間外勤務については、所属長を中心に縮減に
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向け、職員の勤務体制や業務配分等の見直しを行い、人事管理と健康管

理の両面から時間外手当の圧縮に努められたい。 

扶助費については、約１４８億８千万円で、前年度と比べ約２０億４

千万円の減となっている。これは主に、子育て世帯臨時特別給付金支給

事業や住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の減による

ものである。 

公債費については、約３０億８千万円で、前年度と比べ約２億２千万

円の増となっているが、新規借り入れを償還額以内に抑えたため市債残

高は減少した。今後とも将来負担を考慮し、適切な借入れに努められた

い。 

不用額については、約３１億９千万円で、前年度と比べ約５億円の減

となっている。 

執行率は92.5パーセントと、前年度と比べ2.9ポイント増加しており、

各事業の予算はおおむね計画どおり執行されていることが認められた。

不用額の主な要因としては、入札差金や対象見込件数の減によるもので

ある。今後とも執行見込額を的確に把握し、不用額が明らかになった場

合には、速やかに補正措置を行う等、適切な対応を図り、財源の有効活

用に努められたい。 

今後も少子高齢化の進行により、社会福祉・保健医療等に係る経費の

増加が見込まれ、さらにインフラ整備等に多額の財政需要が見込まれる

こと等、厳しい財政運営が想定されることから、経費の縮減、事業の計

画的な推進を図るとともに、新規事業の立ち上げ時における事業終期の

設定や更なる事務事業の抜本的な見直しを通じて、限られた財源を効率

的かつ効果的に活用されたい。 

 

（５）特別会計における決算収支について 

ア 国民健康保険特別会計については、令和４年度末で保険税の収入未

済額は、約１６億４千万円であり、前年度より約１億１千万円減少し

てはいるものの、一般会計の市税の収入未済額を大きく超えている状

況にある。収入未済額の減少は、現年度分の収入率の増加によるとこ

ろが大きく、引き続き、佐倉市納税案内センター、スマートフォン決

済等による納付喚起に努められたい。 

厳しい社会情勢にあっても、安定した事業運営を行うためには、収

入率の向上を図り、財源となる保険税の確保が必須である。 

保険税の収入率は、市税の95.8パーセントに比し、67.1パーセント

と極めて低調であることから、収入率の向上が急務であり、少なくと

も現年度分については、市税の収入率と同率程度が望ましい。 

収入未済額の圧縮は喫緊の課題であり、滞納の未然防止策として、
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国民健康保険加入手続時の窓口での保険税口座振替勧奨及び金融機関

等に対する口座振替勧奨依頼等、納税環境の改善に取り組まれたい。 

滞納時においては、初期対応等債権管理の徹底を図るとともに過年

度分の滞納整理に当たっては、毅然たる姿勢で厳格に収入未済額の圧

縮に取り組み、負担の公平化を図られたい。 

また、医療費の抑制につなげるため、健康増進や生活習慣病の予防

等、市民の健康づくりを積極的に支援されたい。 

 

イ 介護保険特別会計については、介護保険料の収入未済額が約７千

１００万円で、不納欠損額は約１千８００万円となっている。 

また、後期高齢者医療特別会計については、後期高齢者医療保険料

の収入未済額が約２千５００万円で、不納欠損額は約３００万円と

なっている。 

介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の歳入については、

今後、被保険者数の増加に伴い、収入未済額も増加する可能性が高い

と想定される。保険料は、介護保険法及び高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定により２年でその債務が時効によって消滅することから、

現年度分の期限内納付の勧奨及び納付遅延時の初期対応策を強力に講

じ、収入未済額の増加に歯止めを掛けられたい。 

さらに、過年分の滞納整理に当たっては、書面による債務確認や、

分割納付計画書の提出を求めることにより納付誓約させる等、消滅時

効に陥ることのないよう対策を講じられたい。また、引き続き、債権

管理課とも連携を図り、適切に対応されたい。 

 

ウ 農業集落排水事業特別会計については、利用者から徴する使用料が

少なく、事業費のほとんどが一般会計からの繰入金で賄われているこ

とから、少人数の利用者のために特別会計を設ける意義が希薄と認め

られる。公共下水道への接続整備の取組等、引き続き、計画的な事業

運営に努められたい。 

 

エ 災害共済事業特別会計については、市民が火災、水害等被災した際

の共済制度として存在しているが、小規模の共済制度は、同様の保険

商品が民間にも多数存在することから市が率先して事業展開する必要

性は小さいと認められる。 

同共済制度の在り方については、近年頻発する台風や大雨被害への

対応を踏まえ、引き続き、検討されたい。 

 

オ 特別会計は、特定の歳入をもって特定の歳出に充て事業を行う独立
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採算制が原則である。一般会計からの繰入金は法定分も含め、連年多

額になっており、令和４年度についても、一般会計からの繰入金は約

３８億３千万円と、前年度に比べ約２億３千万円の増となっている。

自立した事業運営に向けて、更なる経費の縮減及び財源の確保に努め

られたい。 

 

（６）補助金及び負担金について 

ア 補助金については、事業の必要性や費用対効果、成果等について毎

年検証するとともに、その交付に当たっては、公益性や公平性の確保

が重要であるため、より透明性の高い運営に努められたい。特に補助

対象経費の査定に当たっては、補助対象事業ごとに対象経費を明確に

特定の上、対象事業に係る補助対象経費を厳格に精査されたい。 

 

イ 各一部事務組合負担金については、その内容及び負担割合の妥当性

等を精査し、その上で負担に応じるよう努められたい。 

 

（７）契約事務について 

契約事務においては、現在予定価格を事前公表することを前提として

入札に臨んでいるが、その結果、高率落札等の予定価格事前公表制度の

弊害も見受けられる。 

最低制限価格及び低入札調査基準価格については、事後公表へ変更さ

れたが、今後もこの制度変更の効果を注視していく必要がある。 

他方、予定価格の事前公表は、過去、情報漏れによる不正や過当競争

での工事の質の低下を防ぐことを優先していたが、一方で事業者に競争

を促すことも重要であるので、社会・経済情勢や業界動向等に応じて常

に制度の見直しについて不断の検証をされたい。 

 

（８）指定管理者制度について 

公の施設への指定管理者制度の導入については、メリット、デメリッ

トを分析の上、指定管理者制度に移行した後の市職員の活用、さらには

総人件費の抑制に資するかどうか等の検証も含めて取り組まれたい。 

 

（９）財産について 

佐倉市が保有する財産のうち、目的や利用計画が明確でなく、十分な

活用がされていない広大な面積の土地については、土地利用の検討を一

部の担当課に任せることなく、土地利用に関する情報を一元管理し、長

期的な視野に立った活用策を立案する全庁的な体制の整備に取り組まれ

たい。市民の財産である土地等の有効活用を図るため、緊迫感をもって
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事態の進展に努められたい。 

 

最後に、本意見書を踏まえ、令和４年度の決算状況を詳細に分析し、令和

５年度の財政運営及び令和６年度の予算編成に活かされることを、監査委員

の総意とする。 
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令和４年度 佐倉市基金運用状況審査意見書 

 

第１ 審  査  の  対  象 

１ 審査の対象となる基金 

佐倉市中小企業資金融資基金 

佐倉市文化財産等取得基金 

佐倉市民音楽ホール事業基金 

佐倉市国民健康保険高額療養費貸付基金 

佐倉市立美術館事業基金 

佐倉市土地開発基金 

 

２ 審査対象年度 

令和４年度 

 

第２ 審  査  の  期  間 

令和５年６月３０日から令和５年８月１７日まで 

 

第３ 審  査  の  着  眼  点  及  び  方  法 

１ 審査に当たっては、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証す

るとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを着眼

点として実施した。 

 

２ 審査は、「佐倉市監査基準」に準拠して、試査により、確認、突合、分

析的手続、質問等、通常実施すべき手続を選択適用した。質問は、令和５

年７月２４日及び２５日の２日間にわたり、各部局に対して行った。 

 

第４ 審  査  の  結  果 

令和４年度における各基金の運用は、おおむね適正であると認められた。 

  今後も各基金の適正な運用に努められたい。 


